
水道料金改定について

吹田市水道部

～結果報告～
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第12次吹田市水道事業経営審議会（第６回）

令和２年(2020年)1月16日

資料 ー１



１．水道料金の改定内容

２．「水道料金と財政に関する市民説明会」開催結果

３．令和元年(2019年)11月定例会での意見等の概略

説明内容
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１．水道料金の改定内容

説明内容
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①安全で良質な水道水を供給し続けるために、施設・管路の老朽化が進行している厳しい現状の改善に

向け、更新など施設整備を着実に進めるとともに、大規模災害の備えとして必要な資金の確保に

努められたい。

②施設整備の財源を水道料金の値上げのみで対応することには限界があることから、公的補助金等の

活用のほか新たな財源の確保に向けて、国や府等へ支援策の充実を要望されたい。

③施設整備費の財源となる企業債については、将来世代に過度な負担を残さないよう借り入れ額を

抑えるなどの必要な手立てを講じて、世代間の負担の公平性確保に努められたい。

④将来的な人口減少や節水型社会への対応を考慮した基本料金割合の増加や原価割れとなる料金の

改善など、受益者負担の考え方に基づき、定期的に料金水準の検証を行い、適正化を図られたい。

⑤水道は市民の生命、生活に不可欠なライフラインであることから、料金水準の見直しにあたっては、

生活者の過度な負担とならないよう十分配慮することを基本としながら、大口使用者に大きく

依存した現行の料金体系についても、逓増度の更なる緩和を図られたい。

⑥水道事業の経営状況について日頃から周知を図るとともに、料金改定を行う場合には、市民が

その必要性を理解できるよう十分な説明に努められたい。
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審議事項「水道事業の経営状況と適正な料金水準」

１－１ 第１２次吹田市水道事業経営審議会 意見のまとめ
１．水道料金の改定内容

意見書項目「健全な水道を維持するための財源確保」 「水需要を見据えた適正な料金水準」 抜粋

第１２次吹田市水道事業経営審議会では「水道事業の経営状況と適正な料金水準」について
４回にわたってご審議いただいたうえで、次のとおり意見書をとりまとめていただきました。
この意見書に基づき今回の料金改定案を作成してまいりました。



合計 約527億円（105億円/年）

水道料金 約284億円

維持管理費
約212億円

建設改良費 約199億円

その他
約65億円収入

支出

企業債返済等 約43億円

（約29億円/年）

その他
約73億円

約384億円（77億円/年）

（税抜）

資金不足 約143億円

加入金等 約35億円

不足する財源を企業債と料金値上げにより下図に示すバランスで確保し、計画的に水道施設の
整備を進めるとともに、安定した事業運営を図ります。

１－２ 今後５年間の見込み《令和２年度~令和６年度》

今回の料金改定による

収益増額分
約43億円

企業債(借金)
約98億円

補填

運転資金
約2億円

資金不足と補填する財源のイメージ

基幹管路(重要な水道管)の耐震化・・・・・・・14.6km分（耐震化率43.8％→53.9％ 10.1％上昇）
経年管(古くなった水道管)の更新・・・・・・・40.0km分（全国平均水準では約27km）
浄配水施設(浄水所や配水場などの施設)の整備・片山浄水所第１期･第２期工事、災害対策工事等
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199億円で実施予定の施設整備

１．水道料金の改定内容

平均改定率15.2%に相当



１－３ 新たな料金表

料金表（1か月当たり）改定後

6１．水道料金の改定内容

令和2年4月1日からの新たな料金表は次のとおりです。生活者への配慮として、小口径の
１０㎥までの従量料金を据え置き、基本料金の値上げ率を中･大口径よりもやや抑えました。

※表中の金額は税抜。朱書きは変更箇所。()内は改定前との差額。

0～6㎥ 7～10㎥ 11～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～300㎥ 301㎥～

13㎜
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75㎜
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250㎜

区

分

メーター

口径

従量料金(1㎥当たり)

一

般

小

口

径

0円 40円 140円 200円 250円 290円 330円990円

1,250円

中

口

径

1,500円

60円 60円 200円 200円 250円 290円 330円2,700円

4,900円

大

口

径

11,000円

60円 60円 200円 200円 290円 290円 330円

31,000円

126,000円

280,000円

512,000円

臨時 450円

区分 従量料金(1㎥当たり)

公衆浴場 75円

基本料金

基本料金

(1か月当たり)

(+190円)

(+210円)

(+260円)

(+300円)

(+600円)

900円

口径20㎜に準じる

口径に準じる

(+1,100円)

(+2,000円)

(+7,000円)

(+29,000円)

(+64,000円)

(+118,000円) （+20円） （+20円） （+20円） （+20円） （+20円） （+20円）（+20円）

（+20円） （+20円） （+20円） （+20円） （+20円） （+20円）（+20円）

（+20円） （+20円） （+20円） （+20円） （+20円）

令和2年(2020年)4月1日から



１－４ 基本料金割合と逓増度

基本料金割合の増加と逓増度の緩和

料金収入のうち基本料金の割合を増加するとともに逓増度を緩和することで、今後の

水需要の減少による給水収益低下の影響を受けにくい料金になります。

7１．水道料金の改定内容

逓増度＝
最高となる単価

最低となる単価
310円/㎥
94円/㎥

＝ 3.30

【改定前】 【改定後】

＝ 2.87
330円/㎥
115円/㎥

緩
和

給水収益のうち
基本料金が占める割合

＝ 18.5億円

60.2億円
＝30.8％

【改定前】
23.5億円

69.3億円
＝33.9％

【改定後】
増
加



１－５ 原価割れの改善

原価割れの状況 改定前

改定前は、メーター口径20㎜の全件数のうち約95%が、水道水の製造コストよりも安い

料金設定となっています。残りわずか5%の使用者が原価よりも高い水道料金を負担することで

全体の料金回収ができている状況で、より公平な受益者負担のために逓増度の緩和が必要です。
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8１．水道料金の改定内容



１－５ 原価割れの改善

原価割れの状況 改定後

今回の改定により原価割れの割合が95%から59%に改善できる見込みです。
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※令和2年度(2020年度)推計値

令和２年(2020年)４月 改定案

9１．水道料金の改定内容



メーター口径 20㎜

1か月に 10㎥ ご使用の場合

１－６ 影響額（小口径 10㎥/月）

※市内の全体件数の89%の方が
使用されています。

【改定後】 令和2年4月【改定前】

940円 1,150円

＋210円

1か月当たりの水道料金（税抜）

影響額

10１．水道料金の改定内容



メーター口径 20㎜

1か月に 20㎥ ご使用の場合

１－６ 影響額（小口径 20㎥/月）

2,140円 2,550円

＋410円

1か月当たりの水道料金（税抜）

影響額

11１．水道料金の改定内容

【改定前】 【改定後】 令和2年4月



メーター口径 20㎜

1か月に 30㎥ ご使用の場合

１－６ 影響額（小口径 30㎥/月）

3,940円 4,550円

＋610円

1か月当たりの水道料金（税抜）

影響額

12１．水道料金の改定内容

【改定後】 令和2年4月【改定前】



メーター口径 40㎜

1か月に 300㎥ ご使用の場合

１－６ 影響額（中口径 300㎥/月）

（店舗など）

※市内の全体件数の0.5%の方が
使用されています。

78,200円 84,800円

＋6,600円

1か月当たりの水道料金（税抜）

影響額

13１．水道料金の改定内容

【改定前】 【改定後】 令和2年4月



メーター口径 100㎜

1か月に 1,000㎥ ご使用の場合

317,900円 344,900円

＋27,000円

1か月当たりの水道料金（税抜）

１－６ 影響額（大口径 1,000㎥/月）

（オフィスビル、学校など）

※市内の全体件数の0.04%の方が
使用されています。

影響額

14１．水道料金の改定内容

【改定後】 令和2年4月【改定前】



15１．水道料金の改定内容
１－７ 水道料金水準

水道料金水準の比較表

改定後の水道料金の水準は下表のとおりです。

１０㎥ １５㎥ ２０㎥

全国平均　（私営除く） 1,337 1,576 2,425 3,283

中核市平均 58※ 1,243 2,016 2,797

大阪府内平均（町、村含む） 43 1,233 2,046 2,866

大阪府内33市平均（町、村含まず） 33 1,102 1,898 2,703

吹田市（改定後） - 1,166 1,936 2,706

吹田市（改定前） - 956 1,616 2,276

※平成31年4月1日現在の58市（船橋市は千葉県水、八王子市は東京都水の料金で算出）

水道統計H29（日本水道協会）より

使用水量（１か月当たり）
事業者数
（団体）

　　　　　　　　　　　　　　項目
　比較対象

平成29年度（2017年度）末時点（単位：円、税込10%、メーター口径13㎜）
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１－８ 給水収益

改定後は改定前よりも5年間で約４３億円の給水収益の増加が見込まれます。「すいすい

ビジョン２０２９」には、令和11年度(2029年度)までの財政収支の見通しを記載しており、

現行料金での給水収益をもとに各種推計値をお示ししていましたが、令和元年11月定例会で

ご可決いただいた水道料金の改定を踏まえた修正を行います。

給水収益の推移 改定後

１．水道料金の改定内容
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57.8 

60.1 60.5 59.2 

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

料金算定期間（5年間）

すいすいビジョン２０２９計画期間
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水道料金水準を検証

改定後

（税抜）

改定前



運転資金残高の推移 改定後

料金改定の結果、令和6年度(2020年度)末に目標の20億円を達成できる見通しで、健全な水道

事業経営を持続することができます。令和11年度(2029年度)末に目標25億円を確保できるよ

うに経費の節減等に努めます。なお、料金算定期間が終わるまでに料金水準が適正であるかど

うかについて改めて検証を行います。
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１－９ 運転資金残高

不健全

21.4 
18.5 16.9 15.1 16.3 

20.0 
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▲5.9

すいすいビジョン２０２９計画期間
億円

目標 20億円
目標 25億円

25億円

目 標

運転資金残高 ＝
事業経営上の最低限必要な金額 災害時に収入が途絶える期間の備え

15億円 ＋ 10億円
（1か月の最大支払額＋翌年度の企業債償還金）（2か月分:阪神淡路大震災での事例×5億円/月）

運
転
資
金
残
高 １５億円

改定前

改定後

料金算定期間（5年間）

１．水道料金の改定内容



１－１０ 企業債残高対給水収益比率

企業債残高対給水収益比率の推移

料金算定期間の令和6年度まで、目標どおり「企業債残高対給水収益比率」を350%までにと

どめることが可能です。令和9年度(2027年度)以降、350％を超えていますが、借入額のさら

なる縮減に向けて、次の料金算定期間までに検討を進めます。

18１．水道料金の改定内容
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企業債残高対給水収益比率に性質が近い「将来負担比率」の数値基準を参考にします。

地方公共団体（市町村の一般会計）では、この指標が350%を超えると早期健全化団体に

転落します。
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３５０％

改定後

改定前

料金算定期間（5年間）



２．「水道料金と財政に関する
市民説明会」開催結果

説明内容
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③北千里地区公民館
11/11(月)19:00～20:30

②千里丘市民センター
11/10(日)14:30～16:00⑤千里市民センター

11/14(木)19:00～20:30

⑦内本町コミュニティ
センター
11/16(土)14:30～16:00

①岸部市民センター
11/7(木)19:00～20:30

④豊一市民センター
11/13(水)19:00～20:30

⑥千一コミュニティセンター
11/15(金)14:30～16:00

千里山駅

参加人数

① 岸部市民センター 11/ 7 (木) 19:00～20:30 5名

② 千里丘市民センター 11/10(日) 14:30～16:00 10名

③ 北千里地区公民館 11/11(月) 19:00～20:30 10名

④ 豊一市民センター 11/13(水) 19:00～20:30 13名

⑤ 千里市民センター 11/14(木) 19:00～20:30 16名

⑥ 千一コミセン 11/15(金) 14:30～16:00 6名

⑦ 内本町コミセン 11/16(土) 14:30～16:00 12名

計７２名

開催会場 日時

開催会場･日時一覧表

２．「水道料金と財政に関する市民説明会」開催結果
２－１ 開催会場など

位置図開催会場･日時と参加人数

市内７か所で開催し計７２名の方々にご参加いただきました。料金値上げの必要性や影響額等

についてご説明した後に、様々なご意見やご質問などをいただきました。

参加人数

計７２名



21２．「水道料金と財政に関する市民説明会」開催結果
２－２ 説明会参加者の意見など

主な意見など

〈その他〉

説明会では、強じんな水道の必要性や借金に依存しすぎない経営などについて、おおむね

ご理解をいただきましたが、市民の方々への丁寧な説明の必要性や大口使用者の地下水利用

専用水道への転換の対策など、今後の課題についてもご意見をいただきました。



３．令和元年(2019年)
11月定例会での意見等の概略

説明内容
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３．令和元年(2019年)11月定例会での意見等の概略 23

３－１ 本会議及び委員会での質問･意見等の概略

※順不同、12月4～9日 本会議（代表質問・個人質問）、12月12～13日 建設環境常任委員会での料金改定に関わる質問等を抜粋



３．令和元年(2019年)11月定例会での意見等の概略 24

３－２ 委員会、本会議採決時の意見の概略

①（市長）激変緩和の必要性を理解する。予算措置を検討

①自然災害に対する施設整備の重要性、国の支援の必要性

※順不同、12月13日 建設環境常任委員会、12月19日 本会議（討論採決）での意見の概略

➡ 全会一致で可決


